
学校薬剤師 各位 

 

（一社）佐世保市薬剤師会学校薬剤師部会 

学薬室 

 

職務執行記録表の報告のあり方 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

さて、この度、執行記録表の記入・提出（報告）について、以下により簡単ではござい

ますが、まとめております。今後提出の際はご参考にしていただきたいと思います。 

又、お渡ししております「学校薬剤師の職務執行記録表」内に《学校薬剤師の心得》を

添付しております。そちらも併せてご一読下さい。 

何卒ご協力の程、宜しくお願い致します。 

 

記 

 

 

 学  校  へ  検  査 

↓ 

学薬室へ検体持ち込み・器具等返却など 

↓ 

検査結果と（検査結果をうけての）所見、コメントを記録表に記入 

 

 

検査終了後、１週間以内に 

     

 

   学校印をもらう前に… 

佐世保市薬剤師会 学薬室へ記録表 コピー 提出（FAX可） 

  

 

 

 

学校へ記録表（原本）を渡し、学校印をもらう。 

学校薬剤師は記録表 コピー を保管すること。 

      

※定期及び臨時に行う検査の結果に関する記録は検査の日から、5年間保存する 

ものとする。（学校環境衛生管理より） 

 

 ※提出期限・記入・保管については、守っていただきます様お願い致します。 

以上 


